
寒河江市死者情報の開示に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、遺族等の権利利益の保護を図るため、死者情報の開示を請求

する権利を明らかにし、実施機関が保有する死者情報の適正な取扱いに関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固

定資産評価審査委員会、議会及び病院事業管理者をいう。 

⑵ 死者情報 寒河江市情報公開条例（平成元年市条例第５号。以下「条例」と

いう。）第６条第１項第１号に規定する個人に関する情報であって、当該個

人が生存していないものをいう。 

（死者情報を開示できる者） 

第３条 実施機関は、次に掲げる者（以下「遺族等」という。）から請求があった

ときは、死者情報を開示しなければならない。 

⑴ 死者の代理人（未成年者又は成年被後見人の法定代理人）であった者 

⑵ 死者の相続人（財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人であ

る死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報に限る。） 

⑶ 死者の配偶者等（配偶者、子及び父母をいう。）であった者（診療録等（医

師法（昭和２３年法律第２０１号）第２４条に規定する診療録その他の診療

に関する記録をいう。）及び慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死に起

因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報に限る。） 

２ 遺族等の委任による代理人は、遺族等に代わって前項の規定による開示の請



求をすることができる。 

（開示しないことができる死者情報） 

第４条 実施機関は、前条の規定にかかわらず、請求の対象となっている死者情報

が条例第６条第１項各号のいずれかに該当するとき（同項第１号については同

号中「個人」を「請求の対象となっている死者以外の個人」と読み替えて適用し

たときに該当する場合に限る。）は、当該死者情報の全部又は一部について開

示しないことができる。 

２ 実施機関は、前条第１項の規定により開示することができる情報とそれ以外

の情報（以下「不開示情報」という。）が併せて記録されている場合において、

不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部

分を除いて、死者情報を開示しなければならない。 

（死者情報の存否に関する情報） 

第５条 実施機関は、死者情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）に係る

死者情報が存在しているかどうかを答えるだけで、不開示情報を開示すること

となるときは、当該死者情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否

することができる。 

（開示請求の手続） 

第６条 開示請求をしようとする者は、開示請求書（様式第１号）に請求者と死者

との関係その他の当該請求が第３条第１項各号のいずれかに該当することを証

する書類を添付し、実施機関に提出しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者

に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合にお

いて、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努め

なければならない。 

（開示の決定） 



第７条 実施機関は、開示請求に係る死者情報の全部を開示することを決定した

ときは、開示請求をした者（以下「開示請求者」という。）に対し、その旨を開

示決定通知書（様式第２号）により速やかに通知しなければならない。 

２ 実施機関は、第４条の規定により、開示請求に係る死者情報の一部を開示する

ことを決定したときは、開示請求者に対し、その旨に理由を付して開示決定通

知書（様式第２号）により速やかに通知しなければならない。 

３ 実施機関は、開示請求に係る死者情報の全部を開示しないことを決定したと

き（第５条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る死者情

報を保有していないときを含む。）は、開示請求者に対し、その旨に理由を付し

て開示をしない旨の決定通知書（様式第３号）により速やかに通知しなければ

ならない。 

４ 前３項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日の翌日

から起算して１５日以内にしなければならない。ただし、前条第２項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入

しない。 

５ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由が

あるときは、同項に規定する期間を１５日以内に限り延長することができる。

この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及

び延長の理由を開示決定等期限延長通知書（様式第４号）により通知しなけれ

ばならない。 

６ 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌

日から起算して３０日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事

務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前２項の規定にかかわ

らず、実施機関は、開示請求に係る死者情報のうちの相当の部分につき当該期

間内に開示決定等をし、残りの死者情報については相当の期間内に開示決定等



を行うものとする。この場合において、実施機関は、前項に規定する期間内に、

開示請求者に対し、次に掲げる事項を開示決定等期限特例延長通知書（様式第

５号）により通知しなければならない。 

⑴ この項の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの死者情報について開示決定等をする期限 

７ 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る死者情報に当該

実施機関以外の者（以下「第三者」という。）に関する情報が記録されていると

きは、必要に応じて、あらかじめ当該第三者に対しその旨を第三者意見照会書

（様式第６号）により通知し、第三者開示決定等意見書（様式第７号）により意

見を聴くことができる。 

（開示の方法） 

第８条 実施機関は、死者情報の開示をする旨の決定をしたときは、当該死者情報

が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的

記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式をいう。）で作られる記録をいう。）に記録されていると

きは次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に掲げる方法（プロ

グラム（電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるよう

に組み合わされたものをいう。以下同じ。）を用いて行う必要があるものにあ

っては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。）

とする。ただし、閲覧の方法による死者情報の開示にあっては、実施機関は、当

該死者情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがある

と認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、死者情報の

開示をすることができる。 

⑴ 録音カセットテープ、ビデオカセットテープその他音声又は映像が記録さ

れた電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は



複写したものの交付 

⑵ 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出

力したものの閲覧又は交付 

２ 開示決定に基づき死者情報の開示を受ける者は、実施機関に対し、その求める

開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を開示の実施方法等申出書

（様式第８号）により申し出なければならない。ただし、前条第１項の規定に

よる通知があった場合において、開示請求書に記載された事項を変更しないと

きは、この限りでない。 

３ 前項の規定による申出は、前条第１項に規定する通知があった日から３０日

以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができ

ないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 

（手数料等） 

第９条 実施機関に対し開示請求をする者が納付しなければならない手数料の額

は、無料とする。 

２ 前条第１項の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費

用を負担しなければならない。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、実

施機関が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



様式第１号（第６条関係） 

開示請求書 

年  月  日 

 

寒河江市長    様 

 

（ふりがな） 

氏名                            

住所又は居所 

〒                  ℡  （  ）     

寒河江市死者情報の開示に関する要綱（令和５年市告示第１９号）第６条第１項の規定に基づき、

次のとおり死者情報の開示を請求します。 

 

１ 開示を請求する死者情報（具体的に特定してください。） 

 

２ 求める開示の実施方法等（本欄の記載は任意です。） 

ア又はイに○印を付してください。アを選択した場合は、実施の方法及び希望日を記載してく

ださい。 

ア 事務所における開示の実施を希望する。 

＜実施の方法＞   □ 閲覧  □ 写しの交付  □ その他（        ） 

＜実施の希望日＞    年  月  日 

イ 写しの送付を希望する。 

３ 本人確認等 

ア 開示請求者 □ 法定代理人（第３条第１項第１号） □ 左記の代理人（第３条第２項） 

□ 相続人（第３条第１項第２号）   □ 左記の代理人（第３条第２項） 

 □ 配偶者等（第３条第１項第３号）  □ 左記の代理人（第３条第２項） 

イ 請求者本人確認書類 

□ 運転免許証  □ 健康保険被保険者証 

□ 個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□ 在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□ その他（        ） 

※請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 

ウ 本人の状況等 

（ア）本人の状況 □ 未成年者（  年  月  日生）  □ 成年被後見人 

         □ 被相続人  □ 配偶者等 

（ふりがな） 

（イ）本人の氏名                                                 

（ウ）本人の住所又は居所                                           

請求資格確認書類 

エ 法定代理人が請求する場合（代理人が請求する場合を含む。）、次のいずれかの書類を提示し、

又は提出してください。□ 戸籍謄本  □ 登記事項証明書  □ その他（     ） 

オ 相続人又は配偶者等が請求する場合（代理人が請求する場合を含む。）、次のいずれかの書類

を提示し、又は提出してください。   □ 戸籍謄本  □ その他（     ） 

カ 遺族等の代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

□ 委任状   □ その他（     ） 

 



様式第２号（第７条関係） 

 番     号 

年  月  日 

 

       様 

     寒河江市長               

 

開示決定通知書 

 

年  月  日付けで開示請求のあった死者情報については、寒河江市死者情報の開示

に関する要綱（令和５年市告示第１９号）第７条の規定に基づき、次のとおり、開示することに決

定したので通知します。 

 

１ 開示する死者情報（ 全部開示 ・ 部分開示 ） 

 

 

２ 不開示とした部分とその理由 

 

※ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定によりこの決定 

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、      に対して審査請求をする

ことができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であって

も、この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には、正当な理由がない限り、審査

請求をすることができなくなります。）。 

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第 

１３９号）の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、寒河

江市を被告として（      が被告の代表者となります。）、山形地方裁判所にこの決定の取消

しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過した場合には、正当な理由が

ない限り、この決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、前記の審査請求

をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に、この決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があっ

たことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１

年を経過するとこの決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 

３ 開示する死者情報の利用目的 

 

 

  



４ 開示の実施の方法等（同封）の説明事項をお読みください。） 

⑴ 開示の実施の方法等 

 

 

⑵ 事務所における開示を実施することができる日時及び場所 

 

 

期間：  月  日から  月  日まで（土・日曜、祝日を除く。） 

時間： 

場所： 

⑶ 写しの送付を希望する場合の準備日数、送付に要する費用（見込額） 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

寒河江市 

（担当者名） 

（電話） 



様式第３号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

        様 

 

寒河江市長               

 

開示をしない旨の決定通知書 

 

年  月  日付けで開示請求のありました死者情報については、寒河江市死者情報の

開示に関する要綱（令和５年市告示第１９号）第７条第３項の規定により、次のとおり全部を開示

しないことに決定したので通知します。 

 

開示請求に係る死者情

報の名称等 
 

開示をしないこととし

た理由 
 

※ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規定によりこの決定

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、      に対して審査請求をするこ

とができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、

この決定があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には、正当な理由がない限り、審査請求

をすることができなくなります。）。 

また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第 

１３９号）の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、寒河

江市を被告として（      が被告の代表者となります。）、山形地方裁判所にこの決定の取消し

の訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過した場合には、正当な理由がない限

り、この決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、前記の審査請求をした

場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、こ

の決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、当該審査請求に対する裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して１年を経過す

るとこの決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。 

 

＜本件連絡先＞ 

寒河江市 

（担当者名） 

（電話） 



様式第４号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

        様 

 

寒河江市長               

 

開示決定等期限延長通知書 

 

年  月  日付けで開示請求のあった死者情報については、寒河江市死者情報の開示

に関する要綱（令和５年市告示第１９号）第７条第５項の規定により、次のとおり開示決定等の期

限を延長することとしましたので通知します。 

 

開示請求に係る

死者情報の名称

等 

 

延長後の期間 日（開示決定等期限    年  月  日） 

延長の理由  

 

＜本件連絡先＞ 

寒河江市 

（担当者名） 

（電話） 



様式第５号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

        様 

 

寒河江市長               

 

開示決定等期限特例延長通知書 

 

年  月  日付けで開示請求のあった死者情報については、寒河江市死者情報の開示

に関する要綱（令和５年市告示第１９号）第７条第６項の規定により、次のとおり開示決定等の期

限を延長することとしましたので通知します。 

 

開示請求に係る死者情

報の名称等 
 

第７条第６項の規定

（開示決定等の期限の

特例）を適用する理由 

 

残りの死者情報につい

て開示決定等をする期

限 

（    年  月  日までに可能な部分について開示決定等を行い、

残りの部分については、次に掲載する期限までに開示決定等を行う予定で

す。） 

年  月  日 

 

 

 

＜本件連絡先＞ 

寒河江市 

（担当者名） 

（電話） 



様式第６号（第７条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

        様 

 

寒河江市長               

 

第三者意見照会書 

 

（あなた、貴社等）に関する情報が含まれている死者情報について、寒河江市死者情報の開示に

関する要綱（令和５年市告示第１９号）第６条第１項の規定による開示請求があり、当該死者情報

について開示決定等を行う際の参考とするため、第７条第７項の規定に基づき、御意見を伺うこと

としました。 

つきましては、お手数ですが、当該死者情報を開示することにつき御意見があるときは、同封し

た「第三者開示決定等意見書」を提出していただきますようお願いします。 

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り扱わせて

いただきます。 

 

開示請求に係る死者

情報の名称等 
 

開示請求の年月日 年  月  日 

開示請求に係る死者

情報に含まれている

（あなた、貴社等）

に関する情報の内容 

 

意見書の提出先 
（課室名） 

（連絡先） 

意見書の提出期限 年  月  日 

 

＜本件連絡先＞ 

寒河江市 

（担当者名） 

（電話） 



様式第７号（第７条関係） 

第三者開示決定等意見書 

 

年  月  日 

 

寒河江市長    様 

 

（ふりがな） 

氏名又は名称                               

（法人その他の団体にあっては、その団体の代表者名） 

 

住所又は居所                               

（法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地） 

 

年  月  日付けで照会のあった死者情報の開示について、次のとおり意見を提出し

ます。 

 

開示請求に係る死者情

報の名称等 
 

開示に関しての御意見 

□ 死者情報を開示されることについて支障がない。 

 

□ 死者情報を開示されることについて支障がある。 

 

⑴ 支障（不利益）がある部分 

 

⑵ 支障（不利益）の具体的理由 

 

連 絡 先  

 



様式第８号（第８条関係） 

開示の実施方法等申出書 

年  月  日 

 

寒河江市長    様 

 

（ふりがな） 

氏名                            

住所又は居所 

〒                  ℡  （  ）     

 

寒河江市死者情報の開示に関する要綱（令和５年市告示第１９号）第８条第２項の規定に基づ

き、次のとおり申出をします。 

 

１ 開示決定通知書の番号等 

文書番号： 

日付： 

 

２ 求める開示の実施方法 
 

開示請求に係る死

者情報の名称等 
実 施 の 方 法 

 

⑴ 閲覧 

① 全部 

② 一部 

（              ） 

⑵ 複写したものの交付 

① 全部 

② 一部 

（              ） 

⑶ その他 

（               ） 

① 全部 

② 一部 

（              ） 

 

３ 開示の実施を希望する日 

年  月  日 午前・午後 

 

４ 「写しの送付」の希望の有無  有 ：同封する郵便切手の額      円 

                 無 


